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衆
議
院
議
員
長
尾
秀
樹
君
提
出
給
特
法
改
正
に
当
た
っ
て
の
地
方
公
務
員
（
教
育
職
員
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下

「
給
特
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
教
育
職
員
の
定
義
に
お
い
て
、
講
師
に
つ
い
て
は
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者

に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職

員
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
給
特
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
に
は
含
ま
れ
な
い

こ
と
と
な
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
こ
れ
ま
で
正
規
職
員
が
担
っ
て
い
た
勤
務
時
間
外
の
業
務
」
に
関
し
て
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
地
方

公
共
団
体
に
対
し
て
、
「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
取
組
の
徹
底
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
三
十
一
年
三



 

２ 

 

月
十
八
日
付
け
三
十
文
科
初
第
千
四
百
九
十
七
号
文
部
科
学
事
務
次
官
通
知
）
を
発
出
し
、
服
務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委

員
会
に
対
し
、
「
自
ら
学
校
現
場
に
課
し
て
い
る
業
務
負
担
を
見
直
す
こ
と
」
及
び
「
学
校
に
課
さ
れ
て
い
る
過
度
な
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
に
尽
力
す
る
こ
と
」
等
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
こ
れ
ま
で
正
規
職
員
が
担
っ
て
い
た
勤
務
時

間
外
の
業
務
が
さ
ら
に
会
計
年
度
任
用
職
員
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
」
と
の
御
懸
念
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

学
校
に
お
け
る
業
務
改
善
の
推
進
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
学
校
の
教
育
活
動
に
多
様
な

人
材
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
児
童
生
徒
一
人
一
人
に
き
め
細
か
な
対
応
を
行
う
た
め
教
諭
等
に
加
え
て
学
校
教

育
活
動
を
支
援
す
る
職
員
等
、
中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
指
導
員
及
び
教
諭
等
が
行
う
授
業
に
係
る
資
料
の
印
刷
等
の
準
備

等
を
行
う
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
「
補
習
等
の
た
め
の
指
導
員
等
派
遣
事
業
」
等
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る
事
務
の
効
率
化
等
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
た
め
の
経
費
と
し
て
、
必
要
な
地
方
財
政

措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

公
立
学
校
の
教
諭
等
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
権
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
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五
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
人
事
委
員
会
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
人
事
委

員
会
の
委
員
（
以
下
「
人
事
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
第
百
一
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
等
は
事
業
場
に
臨
検
し
、
帳
簿
及
び
書
類
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
御
指
摘
の
「
公
立
学
校
の
教
育
職
員
の
長
時
間
勤
務
」
に
つ
い
て
も
、
必
要

に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
人
事
委
員
会
等
が
適
切
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
総
務
省
と
し
て
は
、
人
事
委
員
会
の
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
の
役
割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
人
事
委
員
会
等

が
労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
権
を
適
切
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
過
重
労
働
に
対
す
る
監
督
指
導
の
徹
底
等
に
つ

い
て
、
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
助
言
し
て
い
る
。
教
諭
等
の
長
時
間
勤
務
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
で
平
成

三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
新
し
い
時
代
の
教
育
に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・
運
営
体
制
の

構
築
の
た
め
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
総
合
的
な
方
策
に
つ
い
て
（
答
申
）
」
に
お
い
て
、
「
学
校
及
び
教

師
が
担
う
べ
き
業
務
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
、
「
教
師
の
勤
務
時
間
を
管
理
す
る
と
い
う
意
識
が
、
各
学
校
の

管
理
職
や
教
師
の
服
務
監
督
を
行
う
市
区
町
村
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
希
薄
だ
っ
た
」
こ
と
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
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と
承
知
し
て
お
り
、
人
事
委
員
会
が
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
し
、
教
諭
等
の
長
時
間
勤
務
の

是
正
に
資
す
る
よ
う
、
同
省
と
し
て
引
き
続
き
必
要
な
助
言
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 


